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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年３月１５日 

件 名 綾瀬川堤防護岸整備工事について 

所管部課名 都市建設部都市建設課 

内 容 

国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所が実施する、綾瀬川右岸浮

塚地先の堤防護岸整備工事の概要を以下のとおり報告する。 

１ 整備の経緯 

埼玉県八潮市大字浮塚地先の綾瀬川右岸８．７ｋ付近において、計画 

堤防高に対して高さが不足しているため、約１１０ｍの堤防護岸整備を 

行う。※ 施工箇所区域は八潮市 

２ 工事概要 別紙１ Ｐ３参照 

（１）工 事 Ｒ５綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事 

（２）工 期 令和６年４月上旬～令和７年２月下旬予定 

（３）区 間 綾瀬川右岸８．７ｋ付近約１１０ｍ 

（４）施工業者 未定

３ 整備に伴う工程及び交通規制（予定） 別紙１、２ Ｐ３～４参照 

（１）護岸基礎工は、川側から資材の搬入及び施工を５月頃から１０月頃

まで行う。 

（２）擁壁等の護岸工事は、陸側から資材の搬入及び施工を１１月頃から

２月頃まで行う。そのため、浮花橋から施工区間と古綾瀬川遊歩道の 

一部を通行止めとする。 

（３）施工業者が決まり次第、具体的な施工計画を確認し、関係所管と協

議調整を図る。 

４ 問題点・今後の方針 

 工事の詳細が確定次第、速やかに議会報告する。また、通行止め等が

発生する整備期間前には、地元町会にも報告する。 
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■ 工事概要
Ｒ５綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事

自） 埼玉県八潮市大字浮塚地先 至） 埼玉県八潮市大字浮塚地先

令和 ６ 年 ４ 月　～　令和 ７ 年 ２ 月

一般土木工事

工事延長　　L=約１１０ｍ

護岸工　１式

河川土工　１式、護岸基礎工　１式、法覆護岸工　１式（コンクリート(間地)ブロック積　約１９０ｍ２）、

擁壁護岸工　１式（プレキャスト擁壁工　約１００ｍ）、根固め工、

付帯道路工（アスファルト舗装工　約３００ｍ２）、光ケーブル配管工　１式、

構造物撤去工　１式、仮設工　１式

Ｒ５綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事

工事内容

工事名

工事場所

工期

工事種別

工事概要 本工事は、綾瀬川右岸８．７ｋ付近において、堤防護岸整備を行うものである。
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別紙１

張芝

Ｒ６年１月時点資料

概略工程表 ※Ｒ６年１月時点の予定。工程は変わる可能性があります。

式

式

式

式

式

参
考

7月 1月
工　　種 単位 数　量

令和６年 令和７年

3月 4月 5月 6月 2月

準備 1

護岸基礎工 1

8月 9月 10月 11月 12月

後片付け 1

通行止め期間（予定） －

護岸工等 1

付帯道路工 1
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【機密性２】○Ｒ５綾瀬川右岸浮塚地先堤防護岸整備工事

○施工イメージ

国土交通省関東地方整備局
江戸川河川事務所

1

工事期間中通行止め
・古綾瀬川遊歩道の一部及び
堤防沿い河川管理用通路の一部
・時期：
Ｒ６．１０中旬～Ｒ７．２末（予定）

○整備に伴う通行規制

別紙２

張芝

※Ｒ６年１月時点の予定。通行止め時期・範囲は変わる可能性があります。
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年３月１５日 

件 名 公益信託あだちまちづくりトラスト助成金の申請受付開始について 

所管部課名 都市建設部まちづくり課 

内 容 

寄付金を原資とし区民の自主的なまちづくり活動を支援する「公益信託

あだちまちづくりトラスト」について、以下のとおり令和６年第２回事前

相談・申請受付を開始するので報告する。 

１ 事前相談・受付等 

（１）事前相談

令和６年４月１０日（水）～令和６年５月１０日（金）

※ まちづくり課で事前相談を実施

（２）受付

令和６年５月１０日（金）～令和６年６月１０日（月）

※ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社へ郵送にて申請書類を提出

（３）審査

令和６年７月

（４）活動対象期間

令和６年９月～令和７年８月

２ 助成金制度の概要及び助成団体 

（１）助成金制度の概要

創意工夫による自主的なまちづくり活動を行う個人又は団体に対し

て助成支援を行う。活動のテーマに応じ、５つのコースで募集する。 

＜参考＞公益信託あだちまちづくりトラストホームページ 

https://adachi-trust.jp/ 

（２）助成団体（令和６年第１回）

別紙 Ｐ６参照

３ 今後の方針 

募集開始について、区ホームページやあだち広報、チラシ等により 

情報発信を行う。 
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別紙 

令和６年第１回募集で助成を受けた事業（活動対象期間 令和６年４月～令和７年３月） 

№ 申請者名 事業の内容 

＜身近な活動コース＞ 

１ 
横田 光輝 

横田 安澄 

音楽に合わせてサッカーボールで足技を競う「フ

リースタイルフットボール」と「古着」を組み合

せ、教室・イベント等も開催しながら足立区の魅

力を発掘・発信していく。 

＜はばたき支援コース＞ 

２ 
ＮＰＯ法人 

千住文化普及会 

千住エリアの観光スポットに「千住 QR コード」

プレートを設置しながら、観光資源情報を発信す

る。すでに設置したプレートに続き、千住開宿 400

年の令和 7年までに計 45 箇所を設置する。 

３ 
一般社団法人 

ほしかぜ 

子どもたちがプロの芸術表現等を吸収し、自ら

を表現する場をつくる活動を実施中。表現活動の

稽古やワークショップ「子ども表現堂」を開催す

る。 

４ 千住いえまち 

千住宿が栄えた旧日光街道沿いに地口行灯の設

置数を増やし、子どもたちを中心にまち巡りを促

すと共に、絵馬屋と連携して伝統技術の承継にも

挑戦する。 

＜街並み空間・自主管理歩道コース＞ 

５ 
ナイスアーバン五反野

中央本町管理組合 

経年劣化した自主管理歩道のクルマ止め塗装工

事 

６ 
グランフラッツ千住旭町 

管理組合 

経年劣化による自主管理歩道のひび割れ・沈下

の補修及び枯れた植栽の補修工事 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年３月１５日 

件 名 足立区私道防犯灯設置助成要綱の改正について 

所管部課名 道路公園整備室道路公園管理課 

内 容 

足立区私道防犯灯設置助成要綱を改正したので、以下のとおり報告する。 

１ 改正理由 

令和４年度実施事業分の足立区区民評価委員会の評価結果等を踏まえ 

て、私道防犯灯設置助成事業の助成要件等を拡充するため。 

２ 私道防犯灯設置助成事業の概要 

夜間の交通安全及び犯罪防止を目的に、区又は地方公共団体以外の設 

置者が、私道上に設置する防犯灯に対して、助成金の交付を行う。 

３ 改正概要（別紙１ Ｐ８～１１参照） 

（１）助成の要件

幅員が１．２ｍ以上で、利用戸数が２戸以上の私道を対象とする。

（２）助成金の額

区長が別に定める標準単価額から算出した工事費用とする。ただし、 

現に要した工事費用がこの額に満たないときはその費用額とする。 

４ 施行日 

令和６年４月１日（予算の議決が得られた場合、改正内容で実施予定） 

５ その他 

私道防犯灯設置の基準間隔についても、足立区私道防犯灯設置基準を 

改正し、３０ｍから２０ｍとした。 

６ 今後の方針 

（１）助成に至らなかった相談者に対して、情報発信を行う。

（２）町会・自治会に対して、情報発信を行う。また、以下の町会等に直

接働きかけを行う。 

ア 防犯上危険と思われる箇所を区域とする町会等

イ 蛍光灯型の防犯灯を多く維持管理している町会等

（３）防犯上危険と思われる箇所に周知チラシ（別紙２ Ｐ１２参照）を

ポスティングする。 

（４）あだち広報による情報発信を行う。

（５）ＳＮＳによる情報発信を行う。
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足立区私道防犯灯設置助成要綱 新旧対照表
※改正点は下線部参照

改正前 改正後 

第１条（省略） 

（用語の定義）

第２条 この要綱で用いる用語の意義は、次のとおりとする。

（１） 防犯灯 設置者が国又は地方公共団体以外で、夜間の交通安

全・犯罪防止を目的に私道上等に設置された防犯灯をいう。

（２） 私 道 道路法の適用を受けない道路で、常時一般交通の用

に供されている民有地に設置された道路をいう。

（助成の要件）

第３条 次の各号のいずれかに該当する私道上に設置する防犯灯及び設

置された防犯灯の取替を助成対象とする。ただし、集合住宅等の敷地

内通路に接して設置するもの、及び本要綱に基づく助成を受けて１０

年未満の防犯灯（蛍光灯）の取替（機器故障等を除く）は対象としな

い。

（１） 幅員が１．２ｍ以上で道路の両端が公道に接している私道

（２） 道路の一端が公道又は１．８ｍ以上の私道に接していて、利

用戸数が４戸以上かつ幅員が１．８ｍ以上の私道

（３） 道路の一端が公道又は１．８ｍ以上の私道に接していて、道

路延長が３０ｍ以上、利用戸数が２戸以上、幅員が１．８ｍ以上

の私道

（４） 学校、幼稚園又は保育園等の公共施設に通じていて、区長が

適当と認めた私道

第４条（省略）

第１条（現行のとおり）

（用語の定義）

第２条 この要綱で用いる用語の意義は、次のとおりとする。

（１） 防犯灯 設置者が国又は地方公共団体以外で、夜間の交通安

全・犯罪防止を目的に私道上等に設置された防犯灯をいう。

（２） 私道 道路法の適用を受けない道路で、常時一般交通の用に

供されている民有地に設置された道路をいう。

（助成の要件）

第３条 次の各号のいずれかに該当する私道上等に設置する防犯灯及び

設置された防犯灯の取替を助成対象とする。ただし、集合住宅等の敷

地内通路に設置するもの及び本要綱に基づく助成を受けて１０年未満

の防犯灯の取替（機器故障等を除く。）は、対象としない。

（１） 幅員が１．２ｍ以上で道路の両端が公道に接している私道

（２） 幅員が１．２ｍ以上で利用戸数が２戸以上の私道

（３） 学校、幼稚園又は保育園等の公共施設に通じていて、区長が

適当と認めた私道

第４条（現行のとおり）

別紙１
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改正前 改正後 

（助成金の額）

第５条 防犯灯設置の助成金の額は、区長が別に定める標準工事費の

１０分の９に相当する額とする。

（助成の対象費用）

第６条 前条の標準工事費には、各申請手続き費用及び各工事単価を合

わせた費用が含まれる。又工事に必要な測量・遣り方・保安施設並び

に検査及び試験等に要する費用は、全て工事単価に含まれるものとす

る。

（助成の申請）

第７条 助成金の申請は、私道防犯灯設置助成申請書（第１号様式）に

より、設置工事に着手する前に行わなければならない。

２ 私道に独立した柱を建てる工事を行う場合には、申請書の土地使用

承諾欄に当該私道所有者の承諾（署名・押印）を受けなければならな

い。

３ 申請は私道１系統につき１申請とする。ただし、同一地区で多数の

系統を同時に申請する場合は、原則としてまとめて申請すること。

第８条 区長は、前条の申請があったときは、この要綱及び第４条に定

めた設置基準に基づき審査を行い、私道防犯灯設置助成決定通知書（第

２号様式）により申請者に通知する。

２ 申請内容を承認するときは、私道防犯灯設置助成決定通知書に承認

内容を明記する。

３ 申請内容の全部又は一部を承認できないときは、私道防犯灯設置助

成決定通知書により、不承認内容とその理由を明記する。

（助成金の額）

第５条 防犯灯設置の助成金の額は、区長が別に定める標準単価額から

算出した工事費用（以下「標準工事費」という。）の１０分の１０に相

当する額とする。ただし、現に要した工事費用がこの額に満たないと

きはその費用額とする。

（助成の対象費用）

第６条 前条の標準工事費には、各申請手続費用及び各工事単価を合わ

せた費用を含むものとする。

２ 工事に必要な測量・遣り方・保安施設並びに検査及び試験等に要す

る費用は、全て前項の工事単価に含まれるものとする。

（助成の申請）

第７条 助成金の申請は、私道防犯灯設置助成申請書（第１号様式）に

より、設置工事に着手する前に行わなければならない。

２ 助成金の申請を行うもの（以下「申請者」という。）は、私道に独立

した柱を建てる工事を行う場合には、申請書の土地使用承諾欄に当該

私道所有者の承諾を得た事を証するため、署名をさせなければならな

い。

３ 申請は、私道１系統につき１申請とする。この場合において、同一

地区で多数の系統を同時に申請する場合は、原則として同時に申請す

ること。

第８条 区長は、前条の申請があったときは、この要綱及び第４条の設

置基準に基づき審査を行い、私道防犯灯設置助成決定通知書（第２号

様式）により申請者に通知する。

２ 区長は、申請内容を承認するときは、私道防犯灯設置助成決定通知

書に承認内容を明記する。

３ 区長は、申請内容の全部又は一部を承認できないときは、私道防犯

灯設置助成決定通知書により、不承認内容とその理由を明記する。

9



改正前 改正後 

第９条 申請者は助成決定後、設置工事を変更する時は、私道防犯灯設

置助成決定変更・中止願（第３号様式）にてあらかじめ区長の承認を

受けなければならない。

２ 申請者は助成決定後、設置工事を中止する時は、私道防犯灯設置助

成決定変更・中止願（第３号様式）にて区長の承認を受けなければな

らない。

３ 区長は次の各号のいずれかに該当する場合は、助成決定を変更し、

又は取り消し、その理由を私道防犯灯設置助成決定変更・取消通知書

（第４号様式）にて申請者に通知する。

（１） 完了検査時に、この要綱及び設置基準に基づいた工事を行っ

ていない場合。

（２） 助成の決定を通知した日の属する年度内に完了届が提出され

ない場合。

（３） 虚偽の申請を行った場合。

（４） 申請者から私道防犯灯設置助成決定変更・中止願が提出され、

区長が適当と認めた場合。

（５） 前各号のほか、区長の付した条件又は指示に従わなかった場

合。

（工事完了届）

第１０条 申請者は、設置工事が完了したときは、速やかに完了届（第

５号様式）を区長に提出しなければならない。

第１１条（省略） 

第９条 申請者は、助成決定後、設置工事を変更するときは、私道防犯

灯設置助成決定変更・中止願（第３号様式）にてあらかじめ区長の承

認を受けなければならない。

２ 申請者は、助成決定後、設置工事を中止するときは、私道防犯灯設

置助成決定変更・中止願（第３号様式）にて区長の承認を受けなけれ

ばならない。

３ 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成決定を変更し、

又は取り消し、その理由を私道防犯灯設置助成決定変更・取消通知書

（第４号様式）にて申請者に通知する。

（１） 完了検査時に、この要綱及び設置基準に基づいた工事を行っ

ていない場合

（２） 助成の決定を通知した日の属する年度内に完了届が提出され

ない場合

（３） 虚偽の申請を行った場合

（４） 申請者から私道防犯灯設置助成決定変更・中止願が提出され、

区長が適当と認めた場合

（５） 前各号のほか、区長の付した条件又は指示に従わなかった場

合

（工事完了届）

第１０条 申請者は、設置工事が完了したときは、速やかに完了届（第

５号様式）及び当該工事にかかる請求書を区長に提出しなければなら

ない。

第１１条（現行のとおり） 

（領収書の提出）

第１２条 区長は、必要な場合は、当該工事にかかる領収書の提出を求

めることができる。
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改正前 改正後 

（助成金の返還）

第１２条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の全

部又は一部の返還を命ずることができる。

（１） 虚偽、その他不正な手段により助成金を受領した場合。

（２） 助成金交付後に、交付決定の変更又は取り消しがあった

場合。

（助成金の返還）

第１３条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の全

部又は一部の返還を命ずることができる。

（１） 虚偽、その他不正な手段により助成金を受領した場合

（２） 助成金交付後に、交付決定の変更又は取り消しがあった

場合

11



•

•

100％
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年３月１５日 

件 名 「梅まつり」及び「大谷田公園梅園ライトアップ」の実施結果について 

所管部課名 道路公園整備室パークイノベーション推進課 

内 容 

 大谷田公園で実施した「梅まつり」及び「梅園ライトアップ」の実施結

果について、以下のとおり報告する。 

１ 開催日時 

（１）梅まつり

令和６年２月２５日（日）午前１０時～午後３時

（２）梅園ライトアップ

令和６年２月２３日（金・祝）～２４日（土）

午後６時～午後８時（両日）

２ 会場 

大谷田公園（大谷田四丁目４番１号） 

３ 来園者数等 

（１）梅まつり

年 度 H28 H29 H30 R5 

天 気 晴 晴 雨 雨 

来園者数 8,000 人 11,000 人 2,200 人 3,100 人 

※ 平成３１年度～令和４年度は新型コロナウィルス感染症対策によ

り中止 

（２）梅園ライトアップ

日 付 天 気 来園者数 

2 月 23 日（金・祝） 雨 110 人 

24 日（土） 晴 834 人 

合計 — 944 人 

【参考】令和４年度実施結果 

日 付 天 気 来園者数 

2 月 23 日（木・祝） 晴 682 人 

24 日（金） 雨 164 人 

25 日（土） 晴 666 人 

26 日（日） 晴 523 人 

合計 － 2,035 人 

13



４ 梅まつりの新たな取り組み 

（１）谷中中学校吹奏楽部がオープニングの演奏を行った。 

（２）ゲートボール場内に飲食・休憩テントを２張り配置した。 

（３）草地広場にキッチンカーを１台配置した。 

（４）梅園内に喜田家の和菓子販売コーナーを配置した。 

 

５ 当日の状況 

（１）梅まつり 

   開催前から雨は降っていたが、商店会の模擬店に行列が出来ていた。

午後１時以降は、雨が降り続き気温が低かったので、徐々に来園者が

少なくなり、まつりが終了する頃には、あまり人がいない状況であっ

た。 

（２）梅園ライトアップ 

   ２月２３日（金・祝）は雨が降っていたので来園者は少ないが、梅

園内が混雑せず、適度に人がいる状況であった。 

   ２月２４日（土）は晴れていたため、開園前から人が並び、来園者

が絶えない状況であった。 

（３）当日の状況写真 

  ア 梅まつり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谷中中学校吹奏楽演奏 

模擬店 

梅園内 公園内 

模擬店 
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イ 梅園ライトアップ

６ 来場者からの主な意見について 

（１）梅まつり

ア 谷中中学校の演奏が良かった。

イ 地域密着なまつりで、フレンドリーな接客が良かった。

ウ 雨の中の梅も良かった。また、梅が綺麗で良い香りだった。

エ 梅園は綺麗に手入れされており、スタッフの気配りも良かった。 

（２）梅園ライトアップ

ア 照明の色がカラフルに変わって綺麗。

イ 来年も見たい、楽しみにしている。

ウ もう少し光の色味を弱くして梅の色を見せてほしい。

７ 今後の課題 

 雨天時はオープニングの吹奏楽演奏を中止としていたが、今回は、雨

天でも演奏したいとの強い要望があり、急遽、演奏場所をつくり実施し

た。今後は、雨天でも演奏できる設営を事前に検討する。 

全景 近景 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年３月１５日 

件 名 荒川放水路通水１００周年記念事業第２回実行委員会の結果について 

所管部課名 道路公園整備室パークイノベーション推進課 都市建設部都市建設課 

内 容 

１ 開催日時 

令和６年１月２６日（金）午前１０時～午前１１時 

２ 会場 

荒川下流河川事務所 １Ｆアモアホール 

３ 目的 

 荒川放水路通水１００周年を迎える事を機に、あらゆる主体が、流域

の未来像を考え、流域治水の重要性を広く啓発するため。 

４ 参加者 

 沿川２市７区の首長、荒川下流河川事務所長、東京都建設局長、 

埼玉県 県土整備部長 

５ 内容 

（１）荒川放水路通水１００周年記念事業の概要の公表

（別紙１ Ｐ１８参照）

（２）荒川放水路通水１００周年記念事業行動宣言の公表

（別紙２ Ｐ１９参照）

６ 今後の予定 

年 月 日 内 容 

令和6年3月～10月 自治体、都県、関係機関でパネルリレー展 

令和6年3月下旬 
情報誌るるぶ荒川放水路の発行 
（電子スタンプラリー 4月～10月） 

令和6年4月～10月 首長他のメッセージ動画をWEBサイトで上映 

令和6年7月7日 通水100周年カウントダウンイベント 

令和6年10月12日 通水100周年イベント 
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７ 今後の方針 

 今後、区のイベントや広報等で記念事業を周知するとともに国、関係

機関と連携して円滑な事業推進を図っていく。 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年３月１５日 

件 名 無電柱化事業の進捗について 

所管部課名 道路公園整備室道路整備課 

内 容 

 「足立区無電柱化推進計画」におけるチャレンジ路線（千住地区、五反

野地区）及び防災に寄与する路線（江北地区）の無電柱化事業について、

以下のとおり報告する。 

１ 千住地区 

（１）実施区間

千住一丁目地区市街地再開発事業用地の外周道路で無電柱化を進め

ている。今回は、民地への引込管工事を行った。 

（２）事業スケジュール

期 間 内   容 

令和 6年度 
電柱の抜柱、管路への入線工事 

道路の本復旧工事 

千住一丁目 

千住二丁目 

北千住駅 
国道４号 

実施区間 
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２ 五反野地区 

（１）実施区間

四家交差点から補助第１３６号線までの区間を３期に分割して無電

柱化を進めている。今回は、五反野駅前通り（第１期）の既設水路試

掘工事に着手した。 

（２）事業スケジュール（第１期）

期  間 内 容 

令和 6年度 民地への引込管設計（東電）、既設水路撤去設計 

令和 7年度 民地への引込管設計（NTT）、既設水路撤去工事 

四家交差点 

弘道一丁目 

西綾瀬二丁目 

第１期 

第２期 

第３期 

補助第 136号線 

五反野駅
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３ 江北地区 

（１）実施区間

東京女子医科大学附属足立医療センターから環状七号線までの区間

を分割して無電柱化を進めている。今回は、すこやかプラザあだち前 

の電線共同溝本体工事及び民地への引込管設計に着手した。 

（２）事業スケジュール（すこやかプラザあだち前）

期  間 内  容 

令和 6年度 
電線共同溝本体工事（すこやかプラザあだち

対面側歩道） 

令和 7～8年度 
民地への引込管工事、管路への入線工事 

電柱の抜柱 

実施区間 

すこやかプラザあだち前 

区立江北 

小学校 

完了区間 

江北五丁目 

江北四丁目 

すこやかプラザ

あだち 

環状七号線 

東京女子医科大学 

附属足立医療センター 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年３月１５日 

件 名 補助第２５６号線整備の進捗状況について 

所管部課名 道路公園整備室道路整備課 

内 容 

補助第２５６号線整備の進捗状況について、以下のとおり報告する。 

１ これまでの経緯 

 令和元年度  事業認可 

 令和２年度  用地補償説明会 

令和２年度～ 用地取得開始 

２ 用地取得について 

（１）取得対象面積 ６，３６６．１２㎡

（２）既取得面積 ３，４２３．９１㎡ 令和６年２月２９日時点 

（３）既取得率  ５３．７８％ 令和６年２月２９日時点 

（４）事業効果の早期発現の取組み

都市計画道路の完成までには、長期間を要することから、早期に

安全な歩行空間を確保するため、取得した用地は適宜、歩道拡幅を 

行っている。 

【用地買収前】  【用地買収後】 

※ 次ページ位置図「歩道拡幅施工箇所」の写真

３ 今後の予定 

期 間 内 容 

令和 2～6年度 用地取得 

令和 5～7年度 道路及び電線共同溝等詳細設計委託 

令和 8～15 年度 工事着工（下水道、電線共同溝、街築） 
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（位 置 図） 

４ 問題点、今後の方針 

権利者の意向に寄り添い、丁寧な用地取得交渉を進めていくととも 

に令和１５年度の事業認可期間内での完成を目指す。 

延長 
８４０ｍ 

四家交差点 

中央本町三丁目 

青井六丁目 
文 

栗島中 

環状七号線 

 文 
 栗島小 

足立 
   区役所 
国
道
４
号

補助第 138 号線 
(環七南通り) 

文 
足立高 

文 

青井高 

補
助
第
２
５
６
号
線

（
花
畑
大
橋
通
り
）

歩道拡幅
施工箇所 
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建 設 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年３月１５日 

件   名 令和５年度空き家無料相談会の開催結果について 

所管部課名 建築室住宅課 

内   容 

空き家無料相談会（以下「相談会」という。）を開催したので、以下の

とおり報告する。 

 

１ 開催概要 

（１）期  間 令和５年６月２７日（火）～令和６年２月１日（木） 

（２）開催回数 

ア 区内各所 ３４回（各回２時間） 

イ 本庁舎   ３回（各回３日間） 

（３）会  場 

本庁舎、住区センター、地域学習センター、地域包括支援センター、 

足立成和信用金庫地域応援相談プラザ等 

（４）受 託 者 一般社団法人 空き家活用推進協会 

 

２ 相談件数 

開催場所 開催回数 相談件数 

本庁舎 

各回 3日間開催 
3 回 27 物件 

足立成和信用金庫 

駅付近の 3か所で開催 
12 回 23 物件 

住区センター 

区内全域で開催 
8 回 8 物件 

その他 

勤労福祉会館や地域学習センター等で開催 
14 回 12 物件 

合計 70 物件 

 

３ 主な相談内容と対応 

  相談会での説明に加え、要望に応じて現地調査等を行い、提案書をま

とめて後日郵送している。 

（１）遠方の建物を相続した場合の対応について 

   管理や売却の方法、建物がある自治体の支援制度を説明。 

（２）所有する空き家の売却について 

   売却の進め方や助成制度を説明。要望に応じて解体費や売却額の概
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算を提示。 

（３）施設に入所し実家が空き家になる際に行うべきことについて

草刈りや清掃、換気など定期的に見回る際の点検項目を例示。売却

や賃貸する場合の注意点も併せて説明。 

４ アンケート結果の概要 

提案書を送付する際にアンケートを同封し、回答いただいた内容は以 

下のとおり。 

（１）すべての方が相談に対して満足、やや満足との評価であった。

（２）受託者から丁寧な提案書をいただき参考になった。

（３）自身にまったく知識のない問題だったので大変助かった。

５ 問題点・今後の方針 

（１）集客の多かった会場、開催時間を精査し相談会を継続する。

（２）オンライン申請やＷＥＢによる相談を継続し、相談しやすい体制を

整えていく。 

（３）権利関係などの詳細な調査で時間を要する物件もあるが、継続して

丁寧な対応を進めていく。
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